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提出意見

（意見の要約）
１．「エネルギー基本計画に対する意見」（以下、意見書とする）は、基本政策分科会がとりまとめたものと
いえず、正統性がない
２．人口の大幅な減少に向かう日本のエネルギー基本計画の長期的なグランドデザインが示されない意見
書はお粗末だ
３．福島第一原子力発電所事故の深い反省というが、反省が全く足りない意見書だ
４．原子力発電がベース電源と位置づけられることに反対である
５．今後３年程度、再生可能エネルギーの導入を最大限加速という表現は不適切だ
６．最終章最終節において、「双方向的なコミュニケーションの充実」を謳っているが、極めて重要であり、
実現を強く要望したい

（意見）
１．本意見書は委員長の要請により事務局が作成し、2013年12月6日に示されたものであるが、その後の
分科会審議からも分かるとおり、委員の合意によるものではない。本意見書をもとに国民の意見の募集に
入るのは手続き上不当だ。

２．人口の大幅な減少が見込まれる我が国のエネルギー基本計画には、長期的なグランドデザイン、大義
が必要。例えば、「50年後の日本においては、もはや国力をGDPの絶対額では評価できず、持続可能な産
業や国民生活の質で測るものさしに変えていく。二次エネルギーにおいては、2010年度を基準として電力
消費量を半減し、国産の最たる再生可能エネルギーによる自給率80％以上を目指す。採掘限度と地政学
的リスクがあり、温暖化ガス排出につながる化石燃料の依存度を劇的にさげ、省エネルギー関連産業の
振興を国を挙げて支援し、日本経済の大黒柱する。」といったグランドデザインを描くべきだ。

３＆４．「福島第一原子力発電所事故の深い反省」から導かれるのが、なぜ原子力発電をベース電源と位
置づけることにつながるのか、論理的に破綻している。「原子力発電は、（中略）準国産エネルギー源とし
て、優れた安定供給性と効率性を有しており、運転コストが低廉で変動も少なく、運転時には温室効果ガス
の排出もない」という評価は事故前のままであり、一旦重大事故が発生すると広範で深刻な被害が発生す
る厳然とした事実、稼働率が理想とかけ離れている実態、保険や廃炉、放射性廃棄物処分のコストを賦課
した運転コストで評価すべきだったという、事故後に明らかになった「反省」が欠落。
また、その前提となる核燃料サイクル政策の維持は長年の失敗の歴史と諸外国の撤退が示すとおり荒唐
無稽であり、国民に支持されたものでも、国会で審議、議決されたものでもない。これは原子力の安全神話
に並ぶ、別種の神話だ。
さらに、「原子力利用に伴い確実に発生する使用済核燃料は、世界共通の悩みであり、将来世代に先送り
しないよう、現世代の責任として、その対策を着実に進めることが不可欠である。」といいながら、処分方法
が決められず原発再稼働で放射性廃棄物を増やすということは、背反的で非倫理的な政策態度である。も
う既にあるのだから、さらに増えても同じというのは、将来世代に対する先送りどころか侵害だ。
原発再稼働の理屈づけとして、火力発電の焚き増しによる国富流出額や電気料金の値上げによるGDPへ
の影響試算をしても、原発事故がもたらした除染、賠償、売上げ減少額などのマイナスインパクトを併記し
ないのはアンフェアだ。
加えて、原発停止影響で起こった電気料金の値上げにより企業の海外移転が始まっていると軽々に論じて
いるが、移転先の事情（投資形態、為替変動、建設コスト、電力品質、物流などの基本インフラ整備状況・
利用コスト、労働品質、国内海外人事等）を総合的に検討・判断するものだ。特に2013年度は円安に転じて
おり、海外移転に逆風が吹いている。電力料金が決定的に海外移転を加速するものではなく、一部の経済
界の脅しである。
新興国を中心とした世界的な原子力の導入拡大も触れているが、チェルノブイリ事故や福島第一原発事故
を経験した旧ソ連や日本の、事故の深刻さや問題の深層を伝える情報公開が不十分だったからにすぎな
い。世界のどこかで次の大事故発生の可能性や処分問題を拡散したという意味で、日本政府の責任は重
いと指摘すべきだ。

５＆６．「今後３年程度、再生可能エネルギーの導入を最大限加速」という記述箇所があるが、今、国を挙
げて国産で、災害にも強い分散型エネルギー供給の柱となる再生可能エネルギーの導入目標も達成して
いない途上で、こうした時限的な表現で冷や水を浴びせるのは不適切だ。システム価格低減をモニターし
ながら、固定買取価格を適宜、適正な価格に調整していくこと、導入状況と国民負担の意義の説明が今必
要とされていることのはずだ。「双方向的なコミュニケーションの充実」という最終節の提言は、今後益々重
要になるもので、具体的手法の企画と実現を政府に促すようさらに強く表現して欲しい。


